
平成２８年度　    佐賀市立神野小学校　学校評価結果

領域 評価項目 評価の観点
（具体的評価項目）

具体的方策 達成度 成果と課題
（左記の理由）

具体的な改善策・向上策

・本年度の学校目標及び重
点目標の周知

・学年及び学級経営の周知

・学校目標についてPTA総会や懇談会，地
域の会合等を利用し，保護者や地域へ周知
する。

・学年主任を核とした学年体制づくりと一人
一人が大切にされる学級づくりについて学
年･学級懇談会で保護者に周知する。

A

・学校便りや学年・学級便りで公開した結
果、保護者アンケートでは、９９％が教育
方針や教育活動について説明が行われ
ているとの回答だった。
・「担任は、自他の良さを認め合う温かい
心の育成や助け合う仲間作りを通し、児
童の安全・安心な居場所づくりができてい
る」と回答された保護者が96％であった。

・各学年のＩＣＴ担当者が、月１回は確実に
学年便りを更新して公開するようにする。

・引き続き懇談会や学級便りで、学級の経
営方針を丁寧に説明していく。

・個に応じた指導

・学習の規律化

・ユニバーサルデザインの
推進

・支援を要する児童を中心とした学級づくり
を実践し，その成果を学年で検証し，学級経
営力を高める。

・学習習慣に関することは，全学年での共通
理解を深めた上で一斉に行い，指導の徹底
を図る。
・朝の「立腰」を取り入れ，低学年から望まし
い学習習慣を身に着けさせる。
・朝の時間帯（わくわくタイム，そろばん，読
書タイム）の実践方法について検討し，充実
させる。

・どの児童にも理解でき，視覚的にも優しい
教室環境を整える。相手の立場に立って考
え，お互いに助け合って学習や生活ができ
るような意識を高める。

A

・個別の教育支援計画や個別の指導計
画を活用し、担任が生活指導員や養護教
諭と相談をしながら支援を行い、学級作り
に活かしている。またGR会議を学年で行
い毎月、検証することができている。

・全学年教科や道徳、特別活動、総合的
な学習の時間を通して、すべての人にとっ
て安全・安心な環境を作っていくことの大
切さを学ぶことができた。

・どの教員も組織的な対応を身につけ、支
援を行っているので、学級、学校全体が
落ち着いて過ごすことができているが、
個々の特別支援に係わる力量をさらに高
めるために、研修を計画的に行う必要が
ある。

・全学年の発達段階に即した学習内容を
考え、カリキュラムを整理していきたい。

●学力向上

・研究3教科（算数科・理科・
体育科）を中心とした授業づ
くり

・教師の同僚性を生かした
授業改善

・研究3教科それぞれの目標，手立てを明確
にし，全教師が指導案作成，授業公開をし，
授業研究会を行うことで，教師の指導力向
上に努める。

・各教科等の授業づくりについて，課題とま
とめ，活動並びに評価を中心に，教科部会，
学年部会において情報を共有し，授業改善
に努める。

・課題解決型の学習過程及びTT授業の在り
方を全職員で共通理解し，TT・少人数指導
の充実，学習習慣の徹底を図る。

B

・研究３教科それぞれの研究構想を考
え，授業改善の手立てを講じて全教師が
指導案を作成し，授業を公開し，授業研
究会を開くことで研修を深めることができ
た。

・３教科それぞれが全校授業研究会を行
うことで，手立てを共有することができた。

・１学期に課題解決型の授業を提案し，共
通理解した上で実践に取り組み，TT・少
人数担当と担任が連携して教材研究を行
い，授業に活かすことができた。

・今年度の成果と課題を基に，それぞれ
の教科が今年度より見通しをもって，複数
教科の研究を推進していくことで，その相
乗効果をねらっていく。
・各学年において，研究３教科の情報を共
有し，それぞれの授業実践を子ども達の
学力向上につなげていくことに今後も力を
入れていく。

・来年度も早い時期に本校で重視してい
る課題解決型の授業について共通理解を
図るとともに，学習状況調査の結果を基
に，朝の時間帯の内容を充実させていく。

●ＩＣＴ利活用教
育の推進

・児童のICTスキル向上

・教職員のICT活用力向上

・情報モラル教育の徹底

・全学年，１日に1時間以上ＩＷＢを活用する
ように指示し，共通理解のもと実施する。

・ICT利活用に造詣の深い講師を招いて，ＩＷ
Ｂの研修会を計画し，教職員のスキルの向
上を図り，サイトや研究会の紹介をする。
・CD-ROMや児童向けのサイトを活用し，児
童の情報モラル向上を図る。

A

・全校一斉にIWBを立ち上げ朝の時間に
今月の歌の歌詞を提示することで毎日活
用されている。
・算数の少人数T.Tの授業では積極的に
IWBの利活用がなされ，他教科でも，日々
の授業にデジタル教科書やNHKfoｒ
schoolを使った活用が行われている。学
年で共通に使える資料等は，自作教材の
フォルダにストックされ共有が図られてい
る。
・３～６年生の児童の情報モラルについて
の学習は，１２月までに完全に実施され
た。
・職員会議や職員研修においても校内
LANを活用し，ペーパレス化を図ることに
より，職員のICT活用力の向上が図られて
いる。

・授業での効果的なタブレットパソコンの
使用法について、研修を深めていく。
・職員研修については２年間講師招聘が
果たせていないので，来年度は早めに計
画を立て必ず実施する。

○特別支援教
育の理念に基
づく支援

・児童支援会議による共通
理解

・合理的配慮に沿った支援
の充実

・必要に応じてケース会議，校内教育支援
委員会を開き，問題把握や支援の在り方に
ついて共通理解を図る。また，外部講師を
招へいして，特別支援教育に関する研修を
実施し，特別支援の共通理解を図りながら
一貫した支援を行っていく。
・必要に応じてスクールカウンセラーや巡回
相談員等，専門家への相談を行い支援に役
立てる。
・第４水曜日に各学年の児童の様子につい
て報告しあい，職員全体で共通理解を図る。
・教室前方の掲示物をすっきりする，１日や
学習の流れなどを明示して授業を行う，クー
ルダウンのためのパーティションをするなど
の手立てを行う。

B

・特別支援コーディネーターを中心にケー
ス会議や校内支援委員会を実施し、児童
の実態把握と必要な支援を探ることがで
きた。学校訪問に係わり東部教育事務所
の特別支援関係の委員を外部講師に招
いて研修会を実施することができた。
・スクールカウンセラーとつなぎ、定期的
な相談を続けることで、具体的な支援を行
うことができた。
・教育相談と連携し、気になる児童の事例
をもとに、支援の改善策を職員全体で話
し合うことができた。
・UDが浸透し、教室掲示物の工夫、学習
の流れの明示が具現化してきた。普通教
室でもクールダウンのためのパーティー
ションを設置する学級があり、児童理解と
その対応策を実施されてきた。

・学校内での支援学級の学級紹介と交流
を定期的に実施することで、いろいろな障
害の違いを理解し、温かく自然な人間関
係を育てる。
・生活指導員との連携を図ることで計画的
な支援を行い、インクルーシブ教育に基
づいた合理的配慮を推し進める。

領域 評価項目 評価の観点
（具体的評価項目）

具体的方策 達成度 成果と課題
（左記の理由） 具体的な改善策・向上策

教

育

活

動

●心の教育

○人権・同和教育の推進，
深化

・いじめ，いのちの日の取り
組みの活性化

・共生教育の推進

・安全安心な居場所づくり

・６月，１１月の「子どもの教育を考える日」を
好機と捉え，全学級で「ふれあい道徳」の授
業参観を実施する。

・毎月初めのいじめ・命を考える日やレイン
ボー作戦並びに人権週間で，「いじめ」や
「命」について考える時間を全学級でもつ。
・盲学校との交流では，心のふれあいができ
るように学級単位での交流を多くする。特別
支援学級との交流では，学級紹介や公開で
個々との交流を深める。
・夏休みに講師を招聘し，QUテストの結果か
ら学級の現状を分析・把握する。
・２学期から構成的エンカウンターの手法を
取り入れた学級活動の実践を重視し，よりよ
い方向に向かわせる。

A

・６月に「ふれあい道徳」の授業を公開し，
１１月は，生活科や総合的な学習の発表
をすることにより，保護者や地域の方に学
校の取り組みを紹介し，児童の道徳性，
社会性の育成に努めることができた。
・学級単位の少人数で盲学校との交流が
できた。特別支援学級との交流でも学期
毎に相互に行き来して心のふれあう交流
を積み重ねることができた。
・QUテストで一人一人の状況を把握し，
個々の指導に活かすことで，居心地のよ
い学級づくりをめざすことができた。保護
者アンケート「担任は自他のよさを認め合
う温かい心の育成や仲間作りを通して，
安心・安全な居場所作りを行っている」と
答えた割合が９６％で昨年を上回った。
・アンケート「学校は思いやりの気持ちを
育てる心の教育をし，子どもたちに思いや
りの心が育っている」と答えた保護者の割
合も９４％で昨年を上回った。

・「ふれあい道徳」では，「生命尊重」を中
心に「家族愛」「情報モラル」などの題材で
授業を行う機会を設ける。

・「わたしたちの道徳」を家庭に持ち帰り，
一緒に読んでいただいたり，保護者からも
一言記入をしていただいたりすることで，
情操面についての教育活動をさらに充実
させていく。

・構成的エンカウンターやアサーショント
レーニングなどの活動を取り入れ，さらに
より良い方向に向かわせる。

教

育

活

動

●いじめ問題へ
の対応

・いじめの早期発見と迅速か
つ的確な対応のできる組織
の構築

・「佐賀市いじめ・いのちを考える日」に合わ
せて，児童に生活実態アンケートを実施し，
いじめの根絶に努める。保護者に対してもア
ンケートを実施し，学校では分からない家庭
や地域での様子を知り，適時指導に活用す
る。
・年２回のいじめアンケートを実施し，いじめ
の実態把握に努め，気になる記載があった
場合は，聞き取り調査を行ったり話し合いの
場を設けたりしながら解決策を探る。

・職員はいじめに関する相談を受けた場合
は，管理職に報告し，管理職は，いじめ防止
対策委員会を立ち上げ，事実の確認とその
対策を講じる。

A

・定期的に行う生徒指導・教育相談連絡
協議会の中で，全職員で「困り感のある
児童」の共通理解を図り，支援方法など
の共有化を目指すことができた。

・いじめアンケートに気になる記載があっ
た際には，関わっている児童への聞き取
りを行ったり，保護者に連絡したりするな
どの早期対応をし，解決することができ
た。

・い゛しめに関するアンケートを受け、「いじ
め防止対策校内委員会」を実施したり、年
２回のいじめ防止対策拡大委員会を実施
したりして、早期対応と未然防止対策を講
じることができた。

・毎年2回実施しているＱＵテストの結果内
容やその変遷を考察し，児童にとって居
心地のよい学級作りを行う。

・いじめに関しては，必要に応じて学年全
体や全職員で情報を共有し，様々な活動
場面で児童を支援していく体制を構築し
ていく。

領域 評価項目 評価の観点
（具体的評価項目）

具体的方策 達成度 成果と課題
（左記の理由） 具体的な改善策・向上策

○幼保小連携，
小中連携・家庭
教育の活性化

・幼保小の連携強化

・小中連携各種事業の改善

・家庭教育の啓発

・保育園，幼稚園と小学校との保育・授業参
観等で職員同士の交流を図るとともに，児
童の実態把握や理解を深め，新学期の指導
に生かす。

・中学校入学説明会や出前授業，部活動体
験，また，相互の授業参観や合同研修会の
在り方について三校で検討し，その改善しを
図る。

・生活習慣・学習習慣に関することは，低学
年での共通理解を深めたうえで一斉に行
い，指導の徹底を図る。
・家庭との連携を図りながら，「音読・生活
カード」を使って，自己評価させることによっ
て，基本的な学習訓練と，生活習慣の徹底
を図る。

B

・幼稚園、保育園等への定期的な訪問や
参観、生じた課題に対して随時、連絡をと
ることにより密な関係を築くことができてい
る。参観において幼稚園、保育園の教育
について学ぼうとうする姿勢や連携の意
義について考えることがよくできている。

・小中連携の取り組みはこれまでの「成・
神・勧」の歴史もあり、充実した連携がで
きている。また、三校教務主任会を主とし
て行事の見直し、改善も成されている。

・生活カードを使って、自己評価させること
で児童自らが学習や生活習慣について振
り返ることができ、基本的な学習習慣や生
活習慣をおおむね身につけさせることが
できた。

・縦の連携は一人一人の児童の成長、
育ってきた環境等について共有すること
が大事である。幼保小がそのことを踏ま
えながら対応する姿勢をもたなければな
らない。また小学校に入るという大きな節
目において保護者も児童も大きく変わるこ
とがあるので、そのサポートにしっかり努
める必要がある。
・小中連携は小小、小中と３校の日程の
調整等課題も多いが、行事の内容等を検
討しながら取り組んでいく必要がある。

・級外など関わりのある職員と情報交換を
し共有化することで、一貫した指導を引き
続き行っていきたい。
・基本的な生活習慣を意識して行動でき
るように、生活カードを使っての振り返りを
続けていく。

○読書指導

・学校図書館の活性化

・個人読書量の確保

・朝の読書の励行や連休前の貸し出し数増・
年２回の読書週間の実施等により，児童の
図書館利用数を増やす。
・「お勧めの本６０冊」の掲示や「年2回の図
書館祭り」を充実させる。
・各クラス週一時間程度の図書館利用可能
時間を設定する。

・読み語りボランテイア「にこママさん]との連
携をはかり，読書に親しむ態度を育てる。
・全学年の教育課程を見通し，学校間の相
互貸借のシステムを効果的に活用するよう，
呼びかけていく。

A

・学年の実態に会わせた選書でわかりや
すく読み聞かせ活動がなされていた。ま
た，年2回の図書館祭りの開催によって，
読書活動への興味・関心を喚起すること
ができた。
・各クラス毎週1回程度の図書館利用がな
されており，3学期末には年間貸し出し１３
０冊の目標達成ができると考えられる。
・週２回「さわやか読書」や「にこにこママ」
の読み聞かせを行い、読書の楽しさを味
わわせることができた。

・図書館便りや図書館祭り等で「先生たち
のおすすめの本」の紹介などを継続し、
様々なジャンルへの読書の興味・関心を
高めていく。

・学習資料の年間利用計画を各学年に年
度当初に提出してもらい、計画的に準備
できるようにしていく。

○生徒指導

・共通理解と協働による生徒
指導体制の再編

・あいさつ運動の推進による
学校力と地域力の強化。

・生活事故，交通事故の未
然防止

・共通して指導すべき事項のチェックリストを
作り，全職員が同じ時期，同じ内容を指導で
きるようにする。
・グループローラー会議や縦割り班での指導
など，複数の職員による指導と情報の共有
化を図る。

・各学年，学級からのお便りで保護者や地域
の方々に「あいさつ運動」を呼びかけるととも
に，全職員が率先してあいさつをし，模範を
示す。

・行事や長期休業の前には，過去の事故や
問題行動等，予想される事案について，対
応策を話し合い，チェックリストに従って全職
員が同じ指導ができるようにする。

Ｂ

・毎週行われる職員連絡会で，指導すべ
き事項を確認し，全職員が指導した。ま
た，特に共通理解をはかりたい内容につ
いては指導漏れがないようにチェックリス
トを作成した。

・アンケートで「あいさつができる・ややで
きる」と回答した児童の割合の合計は
90％，保護者は91％であった。しかし，
「あいさつができる」と答えた割合はそれ
ぞれ児童は３６％，保護者は41％となり，
課題意識をもって取り組んでいく必要があ
る。
・行事や長期休業の前には，「生活のやく
そく」を配り全職員で確認して指導を行っ
た。

・職員連絡会で指導すべき事項を確認す
ることに加え，毎月行われる生徒指導連
絡協議会では具体的な手立ての提案を
行う。

・あいさつについて「月めあて」を出すだけ
でなく，日常的に指導する必要がある。

・行事や長期休業の前だけではなく，週末
にも交通事故への注意喚起を行う。

領域 評価項目 評価の観点
（具体的評価項目）

具体的方策 達成度 成果と課題
（左記の理由） 具体的な改善策・向上策

○開かれた学
校づくり

○地域大好きプロジェクトの
推進
・地域環境（ひと・もの・こと）
との連携及び活用

・地域行事への積極的な参
加

・土曜授業の充実

・各教科並びに総合学習において，地域の
人･物･事と密接に関連のある単元を５月ま
でに再整理し，地域の関係者と学年の担当
者を明らかにし連絡体制を整える。
・学年便り並びに学級便り，学校ホームペー
ジーを使い学習及び活動内容だけでなく，
地域との協働も観点に入れ，情報を発信す
る。
・地域の行事やボランティア活動に積極的に
参加するように勧める。

・「学級園づくり」「まちたんけん」等に保護者
と一緒に取り組んだり，「二分の一成人式」
に参加してもらう。また，地域の方を招いて
の「昔遊び体験」「めざせお米博士」にも保護
者の積極的な参加を呼びかける。

A

・２年生の「町たんけん」を土曜日に実施
した。児童の安全面は確保できたが，受
け入れる店舗施設の確保が難しかった。
また，中学校の入学説明会や校区内の
幼稚園の運動会と重なったため，参加で
きない保護者から苦情があった。
・１～5年生は親子ふれあい活動を土曜日
に開催したことで出席率が向上し，普段
参加できない父親の参加も多かった。4年
生の「二分の一成人式」には保護者だけ
でなく，祖父母の参加も多く見受けられ
た。
・午前中４時間授業を実施したが，朝の学
級の時間，業間の時間が短くなったため
慌しい時間割となった。また，下校時刻が
正午（12時）であったため，通学距離が長
い児童は帰宅時刻が遅くなった。

・例年通り「町たんけん」は，平日に実施
し，親子活動とは切り離して実施する。

・幼稚園や中学校との行事の重なりを調
整する必要がある。

・平成29年度は午前中３時間授業に変更
することとし，朝の時間，業間の時間も平
日と同じように過ごせるようにする。下校
時刻も11:40と早くすることで通学距離が
長い児童も早く帰宅できるようにする。

○危機管理体
制

・未然防止対策を重点にし
た報告・連絡・相談体制の確
立

・事案発生時の当該学年・
生徒指導部内の連絡調整に
よる組織力の向上

・学校情報携帯メールの加入状況を把握し，
非常時の迅速な連絡手段を確立し，学期ご
とに緊急連絡体制について再点検を行う。

・大雨だけでなく地震等にも対応できるより
実践的な避難訓練として「保護者引き渡し訓
練」を実施する。
・同学年の連絡と安全指導・生徒指導主任・
教育相談部と学年担当との連絡を密にし，
一つの問題に多くの教師で関わっていける
体制を築く。
・給食の準備及び給食中には，児童に対し
てきめ細やかな安全・衛生指導を行い，異
物混入がないようにする。

A

・学校情報携帯メールの加入促進を行
い、各クラスの加入状況を把握した。緊急
メールを配信した際は、未登録の保護者
に電話で内容を確実に伝えることができ
た。
・今年度は、風水害を想定した「保護者引
き渡し訓練」を実施した。事前に引き渡し
の方法や時間を確認していた結果大きな
混乱はなかったが、運動場が冠水して駐
車場として使えない場合を想定しておく必
要がある。
・給食配膳前は机上整理の呼びかけや衛
生に気をつけた指導を行うことで教室内
での異物混入を防ぐことができた。

・まだ数名の未加入者がいるので、加入
の奨励をしていく。また、新１年生の保護
者に対して春休み中からの登録をお願い
し、入学式までには、配信テストをして
メールが届くかどうかの確認をする。
・近隣の公民館や民間駐車場を借用する
など、災害時に対応できるような体制を整
えておく。
・給食準備及び給食中には、机の上を掃
除する、立ち歩きをしない等児童に対して
きめ細やかな安全・衛生指導を徹底させ
る。

・幼稚園や保育園との情報交換，保育・
授業の相互参観を行い，実態把握や児
童理解に努める。

・９カ年の学びの連続と円滑な移行の
ために，成章中校区３校による合同研
修会・合同授業研究会，学び３部会，各
種交流行事を見直す。

・基本的な生活習慣や学習習慣につい
て「家庭の学び部」を中心として各家庭
への啓発活動を行う。

B

・全学年の体育科授業について各学年の
児童の実態や発達段階に応じためあての
設定をするなど基本的な形態を提案する
ことができ、改善に繋がった。意欲的に体
育科授業に取り組む児童が増えた。
・4月に実施した全国体力テストの結果が
前年度比７パーセントダウンという結果で
あった。
・児童の発達段階に応じた食に関する指
導の全体計画を元に、栄養教諭とＴＴを組
むことでより深く、望ましい食生活に活か
していこうとする態度の変容が見られた。
また授業参観時の食育授業や神野地区
ヘルスメイトの協力のもと親子料理教室を
行うことで、家庭での食への興味関心の
高まりが見られた。
・学校給食における食物アレルギー対応
の原則に基づき、わかりやすい指示書を
作成し、関係職員と連携することで事故を
起こすことなく学校給食の提供ができた。
望ましい食習慣を勧めるため、食育講話
や各種広報活動を行うことで朝食の取率
も９０％以上を維持することができた。

②知・徳・体の調和を図るために，安全・安心な学校環境の整備と職員の組織力を高める。

○魅力ある学
級経営，協働体
制に基づく学年

経営

・一人ひとりの児童が自ら課題をもち，
のびのびと学習活動に取り組むことが
できる。

・時間を意識した行動ができるようにす
る。
・「聞く」態度の育成に指導の重点を置
き，年度末までに９５パーセント以上の
達成を目指す。

・全学級で，ユニバーサルデザイン教
育の理念に基づいた教育環境や指導
法を整備する。

・保護者の理解を得ながら，児童一人
ひとりの教育的ニーズに応じた目標を
個別の指導計画に取り入れ，その目標
を達成する。

・困り感をもつ児童のニーズに応じた環
境作りや手立てを行う。

教

育

活

動

具体的目標

・道徳並びに人権同和教育での心の耕
しと生活科並びに総合学習での活動や
経験を有機的に結びつけ実践する活動
の場を全学年で設ける。
・いじめ命のアンケートを毎月１日に実
施する。

・盲学校や特別支援学級と交流し，自
他共に大切にしようとする能力を養う。

・自他のよさを認め合う温かい心の育
成や助け合う仲間づくりを進める。

①教育目標，重点目標，学年・学級目標の一貫性を重視し，学力向上のための指導法・指導体制の充実を図る。

●は共通評価項目，○は独自評価項目

・地域の人･物･事を適時に有効にする
ために各学年主任を中心に連絡･相談
体制を確立する。

・神野まちづくり協議会と協力して，神
野芸術祭等の活動を通し，地域に残る
文化や伝統芸能を大切にしようとする
郷土愛を育ませる。

・低学年の生活科や中学年以上の総合
的な学習の時間において，保護者や地
域の方の積極的参加ができるように配
慮する。
・PTA親子ふれあい活動を土曜日に開
催することで出席率の向上と活動への
理解を図る。

・「凡事徹底」を合言葉に指導内容や時
期に温度差が生じない指導体制を整え
る。

・地域の方々も含む「あいさつ運動」の
推進を図り，「あいさつができる」と考え
る児童と保護者の割合を８０パーセント
以上とする。

・過去の生活事故や交通事故の事例を
洗い出し，未然防止対策を立てる。

・ICTの積極的な活用により貸出作業の
効率化を図る。

・読書活動の推進するために，図書館
の読書環境・行事等を工夫する。

・「にこママさん」など外部人材を活用
し，年間貸し出し数１３０冊以上を今年
度も達成する。

具体的目標

具体的目標

学

校

運

営
・自然災害（水害･地震等）や人災（火
災・いじめ）等における保護者への連絡
を迅速･確実に行う体制を５月末までに
整える。

・生徒指導部と教育相談部，養護教諭
との連携を強化し，いじめをはじめとす
る報告･連絡･相談体制の見直しを１学
期中に完了する。

・給食の危機管理・衛生管理を徹底す
る。

特

定

課

題

・全ての児童が自分の力に合っためあてを
設定することで，体育科の授業において自
分の目指す姿をイメージしながら積極的に
活動できるようにする。

・昨年度の本校の調査結果をもとに，目標値
を設定して取り組む。体育部の職員を中心
にし，参考資料を基に当該学年にあった指
導を行う。日々の体育の授業において，基
礎体力の向上につながる運動を取り入れ，
多くの活動量の確保を図る。
・担任と栄養教諭が連携し，食育指導を行
う。また，授業参観時に食育の授業を行うこ
とで，家庭へ働きかけ親子料理教室等を通
して家庭との連携を図る。
・個別面談後アレルゲンの同一指示書を作
成し，保護者・教職員・給食室との連携を図
り，共通理解と支援体制を整える。

・早寝早起き朝ごはんについて，各種広報
活動を行う。

１　学校教育目標

心豊かに生き生きと学びを創る子どもの育成

①　強靱な身体と強い意志で最後まで粘り強くやり抜く子どもの育成  （健）
②　瑞々しい感性や思いやりなど豊かな心を持った子どもの育成      （心）
③　課題を持って自主的・積極的に取り組み考え抜く子どもの育成    （知）
④　明るく伸び伸びと活動する子どもの育成　　　　　　　　　　　　　    　（行）
⑤　共に生きる心と態度を身につけた子どもの育成　　　　　　　　     　（和）

具体的目標

・学校目標や経営方針を児童や地域，
諸団体に周知し，その認知度を９０％
以上にする。

・学年及び学級の目標や経営方針を児
童や保護者に周知し，その認知度を９
０％以上にする。

・児童にインターネットを利用した調べ
学習をさせると共に，発表時に電子黒
板，デジタル教科書などのＩＣＴ機器を
積極的に活用させる。

・IWBを活用した授業実践を積み上げ指
導効果を検証する。

・児童に向けた情報モラル教育の充実
を図る。

・自ら学びを創る子どもの姿を目標に，
メタ認知に基づく自己評価力向上を目
指して，研究３教科を中心に授業作りを
行う。

・学力検査並びに市販テストにおいて全
国平均を上回るよう授業実践に努め，
児童並びに保護者評価を９０％以上に
する。

・算数科，理科を中心としたTT，少人数
指導を充実させる。

２　本年度の重点目標

①  魅力ある学級経営，協働体制に基づく学年経営
②  学力向上への不易的取組
③　特別支援教育の理念に基づく支援
④　人権・同和教育の推進・深化
⑤　地域大すきプロジェクトの推進
⑥　ＩＣＴの効果的活用
⑦　幼保小連携・小中連携・家庭教育の活性化
⑧　食育，健康教育の充実

３　目標・評価

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

　保護者アンケートからは、本校の教育活動に対して１３項目中１１項目は９０％以上の肯定的な評価をいただいた。特に、①学校だより、学年・学級通信等各種プリント、学校ホームページ等を通じて教育方針や教育活動についての
説明がよくなされている。②電子黒板などICTの操作や利活用に積極的に取り組み分かりやすい授業作りに努めている。③自他のよさを認め合う温かい心の育成や助け合う仲間作りを通して、児童の安心・安全な居場所作りを行って
いる。では、９６％以上の保護者から肯定的評価を得ている。一方で、低学年のうちから行っている基本的な生活習慣や学習習慣の定着のための取り組みや確かな学力をつけさせるための授業研究では、取り組み内容が保護者の立
場からではよく分からないという保護者からの意見をいただいたので、分かりやすく広報をしていく必要がある。
　次年度は、地域の活力を生かした教育活動の充実をさらに進めていきたい。また、児童がより意欲的に学習し、自己の学習活動を振り返り「自らの学びを創る児童」を目指して、様々な教育活動に積極的に取り組んでいきたい。その
ために、教師の指導力向上を目指した校内研修の充実に努めていきたい。

③９ヵ年の学びを見取り，幼保小中の円滑な連携を図ることで，児童の学びの習慣化を図る。

本年度の重点目標に含まれない共通評価項目

・いじめいのちのアンケートを毎月1日
に実施する。

・いじめ防止対策推進法についての研
修を全職員で実施し，共通理解を図
る。

・外部委員も加えたいじめ防止対策委
員会を今年度中に２回は開催する。

教

育

活

動

●健康・体づく
り

・体育科の指導法改善

・全児童の基礎体力の向上

・食育の充実

・6年間を見通した指導計画の作成と、児
童が主体的に取り組む体育科学習を目
指した授業形態の研究を継続していく。
・日々の外遊びの推進や、運動量と運動
の特性をとらえた質の向上を目指した体
育科授業の改善に努める。また、体育的
行事を活用し、全校児童が運動に親しむ
機会を増やし、本校の体力テストの結果
が佐賀県平均値かそれ以上になるように
する。
・６年間を通した食に関する指導を、栄養
教諭を活用した食育授業を継続して行う。
・新年度も対象児童に調査を行い実態を
把握し、個別面談後、アレルギー対応委
員会で検討し、食物アレルギー指示書の
作成および除去食の提供をする。今後
も、チェック表で事故防止に取り組む等、
給食室と学校と保護者と連携し、こまやか
な指導を行っていく。
・朝食については、摂取率９０％以上の維
持を目指す。

・全ての学年において，児童が主体的
に取り組む体育科の授業を目指す。そ
れにより，生涯運動に取り組む態度を
養うようにする。

・新体力テストにおける調査結果を受
け，佐賀県平均値より５パーセントアッ
プを目指す。

・食事の大切さや望ましい食生活につ
いての指導を行い，心身ともに健康な
児童の育成を図る。
・食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対応についての研修を実
施し，事故防止につとめ組織的体制を
作る。アナフィラキシー対策について，
共通理解と支援体制を整える。

・朝食摂取率の維持

重点目標を具体的に評価するための項目や指標を盛り込む

Ａ：ほぼ達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分である
Ｄ：不十分である

達成度


